
 

文化審議会第３期文化施設部会博物館ワーキンググループ運営規則 

 
令 和 ８ 年 ５ 月 2 5 日 

文 化 審 議 会 文 化 施 設 部 会 
博物館ワーキンググループ決定 

 
文化審議会第３期文化施設部会博物館ワーキンググループ運営規則を次のように定める。 

 
（総則） 
第一条 文化審議会第３期文化施設部会博物館ワーキンググループ（以下「ワーキンググル

ープ」という。）の議事の手続きその他ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、

この規則の定めるところによる。 
 
（会議の招集） 
第二条 ワーキンググループの会議は、必要に応じ、座長が招集する。 
２ ワーキンググループの会議は、ワーキンググループに属する委員、臨時委員、専門委員

及び有識者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 
 
（座長） 
第三条 ワーキンググループに座長を置き、ワーキンググループに属する委員、臨時委員、

専門委員及び有識者の互選により選任する。 
２ 座長は、ワーキンググループの事務を掌理する。 
３ 座長に事故があるときは、ワーキンググループに属する委員のうちから、座長があらか

じめ指名する委員が、その職務を代理する。 
 
（会議の公開） 
第四条 ワーキンググループの議事は公開して行う。ただし、特別の事情によりワーキング

グループが必要と認めるときは、この限りでない。 
２ ワーキンググループの会議の公開の手続きその他ワーキンググループの会議の公開に関

し必要な事項は、別に定める。 
 
（雑則） 
第五条 この規則に定めるもののほか、ワーキンググループの議事の手続きその他ワーキン

ググループの運営に関し必要な事項は、座長がワーキンググループに諮って定める。 
 
附則 

この規則は、博物館ワーキンググループの決定の日（令和８年５月 25日）から施行する。 



 

 

 

 

文化審議会第３期文化施設部会博物館ワーキンググループの

会議の公開について 

令 和 ８ 年 ５ 月 2 5 日 

文 化 審 議 会 文 化 施 設 部 会 

博物館ワーキンググループ決定 

 

文化審議会第３期文化施設部会博物館ワーキンググループの会議の公開につい

ては、文化審議会第３期文化施設部会博物館ワーキンググループ運営規則（令和

８年５月25日文化審議会文化施設部会博物館ワーキンググループ決定）第４条各

項に定めるもののほか、下記により取り扱うものとする。 

 

（会議の公開） 
１．会議は、公開とする。ただし、次の（１）から（２）の案件を審議する場合を除

く。 
（１）座長の選任その他人事に係る案件 
（２）上記のほか、座長が、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を

及ぼすおそれがあると認める案件その他正当な理由があると認める案件 
２．会議を公開する場合には、会議の日時、場所及び議事を原則として会議開催日の

１週間前の日（１週間前の日が行政機関の休日の場合は、その直前の行政機関の休

日でない日とする。）までに文化庁ホームページに掲載するとともに文部科学省大臣

官房総務課広報室に掲示する。 
 
（会議の傍聴） 
３．会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文化庁参事官（文化拠点担当）付

（この項において「事務局」という。）の定める手続きにより登録を受けなければな

らない。ただし、会議を傍聴することができる者は、原則として受付けの順序に従

って事務局が許可する人数とする。 
４．前項の登録を受けた者（以下「登録傍聴人」という。）は、座長が許可した場合を

除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音してはな

らない。 
５．登録傍聴人は、会議の進行を妨げる行為又は他の登録傍聴人の傍聴を妨げる行為

をしてはならない。 
６．座長は、登録傍聴人が前二項の規定に反する行為をした場合には、当該登録傍聴

人に対して退場を命ずる等適当な措置をとることができる。 
 
（会議資料の公開） 
７．会議資料は公開とする。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審

議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認め

るときは、会議資料の全部又は一部を非公開とすることができる。 
 
（議事録の公開） 
８．議事録は公開とする。ただし、座長は、公開することにより公平かつ中立な審議

に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認める

ときは、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。 
９．前項の規定により議事録の全部または一部を非公開とする場合には、座長は非公

開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。 



文化審議会第３期文化施設部会 
博物館ワーキンググループ委員（五十音順・敬称略） 

（令和 8 年４月）  
 
（臨時委員） 

半田 昌之   公益財団法人日本博物館協会 専務理事 

佐々木 秀彦   東京都江戸東京博物館・参事 

 
（専門委員）  

大原 あかね  公益財団法人大原美術館代表理事 

大森 愛水   岡山市教育委員会 事務局生涯学習部生涯学習課 主事 

佐藤 圭一   一般財団法人 沖縄美ら島財団 沖縄美ら海水族館 館長 

杉山 未菜子  福岡市経済観光文化局博物館学芸課長・市史編さん室長 

立和名 明美  千葉県環境生活部スポーツ・文化局文化振興課 副主幹／ 

主任上席研究員 

田中 裕二   日本大学文理学部史学科 准教授 

廣野 耕造   新潟市文化スポーツ部歴史文化課 課長補佐 

細矢 剛    独立行政法人国立科学博物館 研究調整役／副館長 

松本 伸之   独立行政法人国立文化財機構 京都国立博物館長 

御手洗 薫   ファンドレイジングコンサルタント／株式会社 岡澤商店 

山崎 新太   日本総合研究所 部長／シニアマネジャー 

横山 いくこ  Ｍ+ 香港 シニア・キュレーター 

 

（五十音順） 
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